
近
代
法
華
宗
の
僧
風
教
育
に
関
す
る

一
考
察

明
治

十
ハ

年
本
Fl
法
華
宗
西
費

大
改
革L
に
つ

い

て

`い

一
、
は
じ
め
に
　
―
問
題
の
所
在
―

現
在
、
法
華
宗
に
お
け
る
僧
侶
養
成
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
興
隆
学
林
は
、
日
隆
聖
人
に
よ
っ
て
享
徳
三

（
一
四
五
四
）

年
に
創
立
さ
れ
た
勧
学
院
に
起
源
を
有
し
、
実
に
五
百
六
十
年
の
歴
史
を
有
す
る
。
し
か
し
、
勧
学
院
自
体
に
関
す
る
記
録
は
少
な

く
、
そ
の
内
実
が
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
近
代
に
関
し
て
も
事
情
は
同
様
で
、
廃
仏

毀
釈
や
政
府
に
よ
る
神
道
国
教
化
政
策
な
ど
、
既
成
仏
教
教
団
に
と
っ
て
厳
し
い
環
境
で
あ

っ
た
明
治
時
代
に
は
、
本
宗
の
養
成
機

関
も
数
度
に
わ
た
り
組
織
改
編
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
詳
し
い
様
子
は
不
明
な
点
も
多
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
興
隆
学
林
専
門
学
校
所
蔵
の

「本
門
法
華
宗
西
費
日
誌
」
（明
治
三
十
年
～
四
十
年
）
三
冊
を
中
心
と
し
た
史

料
に
記
録
さ
れ
た
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
明
治
時
代
後
期
の
本
宗
に
お
け
る
僧
侶
養
成
の
あ
り
方
と
そ
の
変
遷
を
辿
る
こ

と
を
試
み
た
い
。
特
に
今
回
は
、
明
治
三
十
六

（
一
九
〇
一こ

年
に
決
議
さ
れ
た

「西
費
大
改
革
」
に
着
目
し
、
こ
れ
を
境
と
し
て

ど
の
よ
う
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
か
を
中
心
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。
今
回
検
討
対
象
と
す
る
主
な
史
料
の
書
誌
事
項
は
、
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

社
外
学
業
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①

「西
費
日
誌
〓

表
紙
に

「明
治
三
十
年
春
□
」
「太
途
」
の
文
字
が
見
え
る
。
明
治
三
十

（
一
八
九
七
）
年
五
月
～
三
十
五

貧

九
〇
一
こ

年
十
二
月
記
。

②

「明
治
参
拾
七
年
日
誌
」
¨
明
治
三
十
七

（
一
九
〇
四
）
年
五
月
～
三
十
九

（
一
九
〇
六
）
年
二
月
記
。
裏
表
紙
に

「本
門
法
華

宗
西
校
」
と
あ
り
、
日
誌
は

「改
革
西
校
日
誌
」
と
の
書
き
出
し
か
ら
始
ま

つ
て
い
る
。

③

「
日
誌
」
¨
明
治
三
十
九

（
一
九
〇
工Ｃ

年
三
月
～
四
十

一

（
一
九
〇
八
）
年
二
月
記
。
裏
表
紙
に

「本
門
法
華
宗
立
西
校
」
と

あ

る
。

④

「西
費
大
改
革
実
施
二
関
ス
ル
決
議
録
」
一
興
隆
学
林
専
門
学
校
所
蔵
。
明
治
三
十
六
年
八
月
十
五
日
、
西
費
改
革
創
立
委
員

に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
、
両
面

一
枚
の
活
字
印
刷
物
。
同
年
六
月
二
十
八

・
二
十
九
日
開
催
の
会
議
決
議
録
。

⑤

「本
門
法
華
宗
西
費
校
則
」
¨
興
隆
学
林
専
門
学
校
所
蔵
。
制
定
期
日
な
ど
の
記
載
な
し
。
④
の

「決
議
録
」
と
同
書
式
で
印

刷
さ
れ
、
重
ね
て
保
管
さ
れ
て
い
た
。

③

「
日
蓮
宗
八
品
派
学
校
取
調
書
」
一
法
華
宗
某
寺
所
蔵
。
和
綴
じ
冊
子
に
他
の
様
々
な
文
書
と
合
わ
せ
て
筆
写
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
冊
子
の
表
紙
に
は

「西
費
両
山
常
修
学
院
三
十

一
年
冬
取
調
内
務
へ
届
草
稿
」
と
の
見
出
し
も
記
さ

れ
て
い
る
。

な
お
、
①
と
②
の
間
と
な
る
明
治
三
十
六
年
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
日
誌
を
発
見
で
き
な
か
つ
た
。
こ
の
年
は

「西
費
大
改

革
」
に
つ
い
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
年
で
あ
り
、
学
校
そ
の
も
の
が

一
年
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
史
料
⑤
に
は

制
定

・
施
行
日
の
記
載
が
な
い
が
、
印
刷
書
式
や
保
管
状
況
を
勘
案
し
て
、
④
の

「決
議
録
」
と
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。



二
、
時
代
背
景

（
一
）
宗
内
の
動
向

明
治
維
新
に
続
く
廃
仏
毀
釈
に
よ
り
、
江
戸
時
代
に
興
隆
し
た
檀
林
制
度
は
廃
上
と
な
り
、
各
地
の
檀
林
は
廃
絶
の
危
機
に
陥

っ

た
。
こ
れ
は
尼
崎
勧
学
院
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
廃
檀

へ
の
危
惧
か
ら
大
阪
長
柄
の
大
願
寺
に
機
能
が
移
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た

が
、
明
治
十
六

（
一
人
八
一こ

年
に
太
途
職

（現
在
の
教
頭
に
相
当
す
る
役
職
）
に
あ

っ
た
吾
部
日
堂
上
人
が

「日
蓮
宗
八
品
派
教
費

規
則
」
を
定
め
て
よ
う
や
く
再
出
発
し
、
の
ち
に

「西
費
」
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
旧
来
の
檀
林
制
度
を
も
と
に
し
た
西
費
の
制
度

で
は
と
う
て
い
宗
学
の
振
興
が
計
れ
な
い
と
し
て
、
宗
内
有
志
僧
侶
に
よ
っ
て
常
修
学
部
が
設
置
さ
れ
た
。
西
費
側
鷲
本
能
寺
に
常

修
学
院
を
設
置
し
て
常
修
学
部
に
対
抗
し
た
。
さ
ら
に
、
淡
路
島
で
は
谷
日
昌
上
人
が
妙
勝
寺
に
予
備
校
を
設
立
し
、
薩
南
三
島
の

学
徒
を
住
ま
わ
せ
て
教
育
し
た
と
い
殖
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
教
育
機
関
が
併
存
す
る
時
期
も
あ
り
、
宗
門
の
教
育
体
制
の
整
備
は

進
ま
な
い
状
況
が
続
い
た
。
そ
こ
で
明
治
三
十
六

（
一
九
〇
一こ

年
に
西
費
改
正
創
立
委
員
に
よ

っ
て
会
議
が
招
集
さ
れ
、
結
論
は

「西
費
大
改
革
実
施
二
関
ス
ル
決
議
録
」
に
ま
と
め
ら
れ
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
翌
年
西
費
の
改
革
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
改
革
に

よ
つ
て
、
淡
路
の
予
備
校
は
西
費
に
合
併
さ
れ
る
な
ど
、
関
西
の
本
宗
教
育
機
関
は
西
費
を
中
心
と
し
て
整
備
さ
れ
る
道
筋
が
つ
け

ら
れ
た
。

な
お
、
西
費
と
光
長
寺
の
東
費
が
正
式
に
本
門
法
華
宗
立
と
な
る
の
は
明
治
四
十

一

（
一
九
〇
八
）
年
、
東
費
と
合
併
し
て
本
門

法
華
宗
立
学
林
と
な
る
の
は
大
正
三

（
一
九

一
四
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。

近
代
法
キ
京
の
僣
氏
教
育
に
関
す
る
一
方
案



（二
）
政
府
の
教
育
政
策
の
動
向

江
戸
時
代
か
ら
の
僧
侶
養
成
に
対
す
る
意
識
に
変
化
を
迫

っ
た
最
大
の
外
的
要
因
は
、
近
代
学
校
教
育
制
度
の
導
入
、
つ
ま
り
義

務
教
育
制
度
で
は
な
か

つ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
日
誌
が
記
さ
れ
た
明
治
三
十
年
代
に
は
義
務
教
育
の
就
学
率
は
九
割
を
超
え
、
修
業

年
限
も
明
治
三
十
三

（
一
九
〇
〇
）
年
に
は
四
年
に
定
ま
り
、
同
四
十

一
年
に
は
六
年
と
改
め
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
本
宗
教
育
機
関
が

「学
校
」
と
し
て
の
性
格
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
法
令
を
順
守
し
た
運
営
も
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
。

①
文
部
省
訓
令

「
一
般
ノ
教
育
ヲ
シ
テ
宗
教
外
二
特
立
セ
シ
ム
ル
ノ
件
」
（明
治
三
十
二
年
制
定
）

学
科
課
程
が
法
令
で
規
定
さ
れ
て
い
る
学
校

（＝
小
学
校

。
中
学
校
。
高
等
女
学
校
）
で
は
、
た
と
え
課
外
で
あ
つ
て
も
宗
教

教
育

・
宗
教
的
儀
式
を
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

②
私
立
学
校
令

（明
治
三
十
二
年
制
定
）

規
定
外
の
課
程
を
持
つ
学
校
に
対
し
て
も
適
用
。
私
立
学
校
が
地
方
長
官
の
監
督
下
に
あ
る
こ
と
、
私
立
学
校
の
設
立
お
よ

び
校
長
は
行
政
の
認
可
制
と
な
る
こ
と
―
な
ど
を
定
め
る
。

西
費
は
、
主
に
こ
の
二
つ
の
政
令
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
教
育
政
策
で
は
な
く
宗
教
政
策
の
範
疇
と
な

る
が
、
宗
教
者
の
資
質
に
つ
い
て
、
明
治
二
十
八

（
一
八
九
五
）
年
に
内
務
省
か
ら
訓
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

人
民
二
布
教
伝
道
ス
ル
教
師
ハ
教
義
宗
旨
二
精
通
ス
ル
ノ
外
尚
尋
常
中
学
科
相
当
以
上
ノ
学
識
ヲ
具
備
ス
ル
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
到

底
其
任
二
適
セ
ズ
の
テ
各
管
長
ハ
此
趣
旨
ヲ
体
シ
左
記
ノ
標
準
二
拠
り
教
規
又
ハ
宗
制
寺
法
ヲ
改
正
増
補
シ

（中
略
）
本
大
臣

ノ
認
可
ヲ
請
フ
、
４

こ
れ
を
受
け
て
、
本
宗
で
は
僧
侶
養
成
機
関
の
学
則
に
先
ん
じ
て
明
治
三
十
二

（
一
八
九
九
）
年
に
宗
制
を
改
正
し
、
宗
制
中
に



学
科
表
を
入
れ
る
こ
と
で
、
訓
令
に
対
応
す
る
体
制
を
政
府
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
質
を
と
も
な
っ
て
僧
侶
に
学
識
を
具
備

さ
せ
る
た
め
に
も
、
僧
侶
養
成
機
関
の
学
制
改
革
は
不
可
避
と
な
っ
て
い
た
。

三
、
改
革
前
の
西
晏
の
状
況

（
一
）
修
学
期
間
の
状
況

改
革
前
の
西
費
の
状
況
に
つ
い
て
触
れ
る
前
に
、
西
費
の
前
身
と
な
る
檀
林
の
制
度
に
つ
い
て
略
述
し
て
お
く
。
檀
林
制
度
に
お

け
る
修
学
期
間
の
基
本
単
位
を

「夏
」
と
言
い
、　
一
夏
は
約
六
十
日
で
、　
一
年
に
春

（四
月

・
五
月
）
秋

（十
月

。
十

一
月
）
の
二
夏

開
檀
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ

っ
た
。　
一
夏
に

一
試

（
一
級
）
ず
つ
昇
進
し
、
四
試
で

一
部
を
修
了
す
る
た
め
、
「四
部
」
と
呼
ば
れ

る
課
程
を
修
了
し
て
住
職
資
格
を
得
る
に
は
、
原
則
八
ヶ
年
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
で
は
改
革
前
の
西
費
は
、
こ
の
檀
林

制
度
に
比
し
て
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
か
。

日
誌
に
よ
る
と
、
西
費
の
開
校
期
間
は
旧
暦
の
四
月
、
十
月
の
各

一
ヶ
月
間
の
み
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
ひ
と
月
に
二
度
試
験
が

行
わ
れ
、　
一
度
目
と
二
度
日
で
受
験
者
の
顔
ぶ
れ
は
ほ
と
ん
ど
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
明
治
三
十
年
春

期
前
夏
試
験
後
に
は

「受
検
済
生
徒
皆
販
国
ス
」
と
の
記
録
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
低
十
五
日
在
校
し
て
試
験
に
合
格
す
れ
ば
、　
一

試
昇
格
出
来
た
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に

「
二
試
受
験
」
と
し
て

一
度
の
試
験
で
二
級
昇
格
す
る
生
徒
も
い
た
。
小
笠
原
日
堂
上
人

は
、
こ
の
時
期
に
複
数
の
教
育
機
関
が
存
立
し
た
背
景
を

「尼
崎
檀
林
の
僅
か
に
春
秋
二
夏
の
学
別
の
如
き
は
宗
門
の
興
学
を
充
た

す
に
足
ら
ず
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
檀
林
時
代
の
修
学
制
度
よ
り
簡
略
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
ゎ
か
る
。

こ
れ
に
変
革
を
迫

っ
た
の
が
、
前
述
の
私
立
学
校
令
で
あ
っ
た
。
明
治
三
十
二
年
秋
に
は
西
費
の
新
設
認
可
の
申
請
に
向
け
て
制

工
代
法
キ
京
の
僣
氏
教
育
に
関
す
る
一
考
慕
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度
改
正
が
協
議
さ
れ
、
翌
三
十
三
年
か
ら
は
陽
暦
を
採
用
の
上
、
開
校
期
間
を
三
～
六
月
と
九
～
十
二
月
の
八
ヶ
月
間
と
し
、
各
月

末
に
試
験
を
行
う
こ
と
と
な

つ
た
。
た
だ
し
、
生
徒
の
在
校
期
間
は

一
ヶ
月
が
基
本
単
位
と
な

っ
た
だ
け
で
、
大
き
な
変
化
は
な

か
つ
た
。

（二
）
講
義

ｏ
試
験
の
状
況

十
六
日
晴
天
前
七
時
Ａ
玄
講
師
法
華
玄
義
二
巻
初
丁
妙
法
蓮
華
ノ
名
異
衆
典
別
也
云
々
之
下
開
演
シ
畢
ヌ

玄
頭
　
Ｃ
　
他
三
部
生
数
名

前
九
時
Ｂ
玄
講
師
玄
義
九
巻
色
妙
之
下
開
演
ス

玄
頭
　
Ｃ

（明
治
三
十
年
旧
四
月
日
誌
。
氏
名
は
筆
者
が
ア
ル
フ
ア
ベ
ツ
ト
に
置
き
換
え
た
）

次
に
、
生
徒
た
ち
の
勉
学
の
様
子
を
見
て
み
る
。
こ
の
記
録
で
わ
か
る
と
お
り
、
同
じ
玄
義
部
で
あ
つ
て
も

一
日
の
内
に
二
人
の

講
師
が
法
華
玄
義
の
別
々
の
個
所
を
講
義
す
る
こ
と
が
あ

つ
た
。
ま
た
、
條
箇
―
集
解
―
玄
義
―
文
句
と
昇
級
す
る
ほ
ど
、
講
義
で

き
る
役
中
が
少
な
く
な
る
せ
い
か
、
授
業
の
記
録
は
少
な
く
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
が
か
つ
て
の
檀
林
と
同
じ
光
景
か
は
定
か
で
な
い

い
、
信
隆
日
秀
上
人
の

「折
悪
し
く
、
講
師
の
欠
員
に
遭
遇
せ
ば
聞
く
に
人
無
く
、
徒
ら
に
年
月
を
経
過
し
、
金
と
労
と
を
冗
費

す
」
と
い
う
檀
林
を
説
明
し
た
言
葉
と
合
致
す
る
形
と
な

っ
て
い
る
。

で
は
試
験
は
い
か
な
る
形
式
で
あ

つ
た
か
。
四
部
の
試
験
は
日
答

・
筆
答

・
習
字

・
作
文
か
ら
な
っ
て
い
た
。

日
答
…
三
徳
ト
ハ
何
々
ゾ
ヤ

筆
答
…
問
何
ナ
ル
証
拠
有
テ
別
教
ノ
名
ヲ
立
ル
耶



昨
文
…
費
長
狙
下
北
国
御
巡
化
ヲ
師
匠

へ
報
知
ス
ル
文

習
字
…
温
故
知
新
　
（楷
体
）

（明
治
三
十
三
年
秋
夏
　
條
箇
部
試
験
）

さ
ら
に
、
四
部
よ
り
上
級
で
あ
る

「役
中
」
の
試
験
科
目
を
見
る
と
、
受
験
者

一
人
に
対
し
て

「観
心
本
尊
抄
見
聞
」
「延
喜

式
」
「如
説
修
行
抄
内
二些
」
「正
文
章
軌
範
」
な
ど
の
科
目
が

一
つ
ず
つ
割
り
当
て
ら
れ
て
お
り
、
宗
乗

。
余
乗
の
区
別
な
く

一
科
目

だ
け
を
抽
出
し
て
試
験
を
科
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
試
験
科
目

ｏ
方
法
は
、
私
立
学
校
令
施
行
後
も
変
わ
り
な
い

形
式
で
あ
っ
た
。

（三
）
常
修
学
院

檀
林
時
代
に
比
べ
、
西
費
の
修
学
期
間
が
著
し
く
短
縮
さ
れ
て
い
た
背
景
を
考
察
す
る
上
で
、
第

一
章
で
略
述
し
た
が

「常
修
学

院
」
に
つ
い
て
改
め
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
「常
修
学
院
」
と
い
う
名
に
つ
い
て
は
、
『法
華
宗
宗
門
史
』
に

「学
部
騒
動
」
と
し
て

記
述
が
あ
る
。
西
費
の
学
制
に
不
満
を
抱
き
、
教
学
興
隆
を
目
指
し
て
有
志
が
明
治
二
十
四

（
一
八
九

こ

年
に
設
立
し
た
常
修
学

部
に
対
し
、
西
費
側
が
山
護
派
と
称
し
て
設
立
し
た
の
が
常
修
学
院
で
あ
る
。
こ
の
騒
動
は
明
治
三
十
年

（
一
人
九
七
）、
英
照
皇

太
后
の
崩
御
を
機
と
し
て
和
解
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
両
機
関
が
和
解
後
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど

っ
た
か
は
、
管
見
の
限
り
明

ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

常
修
学
院
を
知
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
第

一
章
で
紹
介
し
た
史
料
⑥

「
日
蓮
宗
八
品
派
学
校
取
調
書
」
と
題
さ
れ
た
文
書
が
あ
る
。

冊
子
表
紙
に
記
さ
れ
た

「西
費
両
山
常
修
学
院
三
十

一
年
冬
取
調
内
務
へ
届
草
稿
」
と
の
見
出
し
に
従
え
ば
、
取
調
書
は
学
部
騒
動

の

一
年
後
に
当
た
り
、
西
費
日
誌
に
記
録
が
残
る
時
期
と
も
重
な
る
。
こ
の
取
調
書
に
、
西
費
と
並
ん
で

「両
山
常
修
学
院
」
の
語

が
見
え
る
の
で
あ
る
。

近
代
法
キ
京
の
信
氏
教
育
に
関
す
る
一
方
慕



日
蓮
宗
八
品
派
学
校
取
調
書

一
、
学
校
名
称
　
　
一　
西
教
費
　
　
一
一　
両
山
常
修
学
院

教
費

ハ
本
派
ノ
検
定
條
規
二
依
リ
テ
學
カ
ヲ
検
定
シ
ロ
階
ヲ
授
ル
所
ト
ス
而
シ
テ
全
国
ヲ
東
西
二
学
区
二
大
別
シ
適
宜
入
費

受
検
セ
シ
ム
本
費

ハ
西
部
ナ
ル
ヲ
以
テ
西
教
費
卜
称
シ
　
両
山
常
修
学
院
ハ
本
派
検
定
條
規
ノ
科
ロ
ヲ
修
学
ス
ル
所
ト
ス

ニ
、
種
類
　
私
立

三
、
位
置
　
兵
庫
県
川
辺
郡
尼
ヶ
書
町
内
別
所
村
大
本
山
本
興
寺
中

（中
略
）

十
二
、
学
校
維
持
法
　
門
末
寺
院
寄
付
金
両
山
常
修
学
院
入
学
者
冥
加
料
昇
級
者
冥
加
料
贈
功
冥
加
料
受
検
者
ノ
納
金
右
五
ツ
ノ
者

ヲ
以
テ
維
持
費

二
充
ツ
其
ノ
監
督
主
任
ハ
太
途
卜
会
計
也

資
本
金
ノ
積
立
方
法
準
備
考
案
中

十
三
、
授
業
料
　
　
両
山
常
修
学
院
へ
入
学
生
徒

一
ヶ
月
冥
加
料
卜
〆
五
十
銭
ヲ
納
メ
シ
メ
授
業
料
二
充
ツ
　
別
二
授
業
料
ナ
シ

（後
略
）

常
修
学
院
が
西
費
の
補
習
学
校
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
内
容
で
あ
る
。
二
校
を
区
別
せ
ず
、
学
校
維
持
方
法

と
し
て
常
修
学
院
の
入
学
冥
加
料
を
収
入
に
計
上
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
運
営
は

一
体
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

取
調
書
に
よ
る
と
、
「学
年
学
級
二
依
テ
区
分
シ
タ
ル
生
徒
数
」
と
し
て
西
費
に
は
六
十
九
人
、
東
費
に
は
八
十
六
人
が
在
籍
す

る
と
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
費
常
修
学
院
に
は
二
十
三
人
が
在
籍
し
て
い
た
と
い
う

（西
費
の
両
山
常
修
学
院
は
記
録
な
し
）。

こ
の
在
籍
生
徒
数
と
、
当
時
の
多
く
の
僧
侶
が
次
第
昇
進
と
東
西
両
費
修
学
を
両
立
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
時
の
東
西

両
費
は
試
験
検
定
と
そ
の
準
備
的
講
義
の
た
め
だ
け
に
存
在
し
、
僧
侶
養
成
の
実
質
的
役
割
は
常
修
学
院
に
あ

つ
た
と
考
え
ら
れ
な



い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
西
費
の
日
誌
に
は
常
修
学
院
の
名
が

一
切
出
て
こ
な
い
。
そ
の
た
め
、
「西
教
費
」
と

「両
山
常
修
学
院
」
が
ど
の
よ
う

な
関
係
の
も
と
に
運
営
さ
れ
た
か
、
常
修
学
院
が
い
つ
ま
で
存
在
し
た
か
な
ど
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
『法
華
宗

宗
門
史
』
の
記
述
に
従
え
ば
、
西
費
の
修
学
期
間
の
短
さ
を
常
修
学
院
が
補

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
常
修
学
院
の
設
置

に
よ
っ
て
西
費
が
ょ
り
形
骸
的
な
機
能
へ
と
縮
小
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
他
の
史
料
に
よ
っ
て
補
完
し
つ
つ
、

機
会
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

四
、
「西
晏
大
改
革
」
の
実
際

「西
費
大
改
革
実
施
二
関
ス
ル
決
議
録
」
は
十
六
の
議
案
か
ら
な
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
運
営
会
計
に
ま
つ
わ
る
こ
と
で
あ
る
。

学
校
運
営
の
方
針
や
教
育
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
の

「決
議
録
」
に
合
わ
せ
て
保
管
さ
れ
て
い
る

「本
門
法
華
宗
西
費
校
則
」
に
反

映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
学
校
運
営
の
実
際
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
、
「校
則
」
と
日
誌
の
記
録
を
参
照
し
な

が
ら
、
考
察
を
進
め
た
い
。

（
一
）
入
学
資
格

○
改
革
前

十
、
入
費
者
ノ
資
格

本
派
宗
制
寺
法
僧
侶
分
限
ノ
沙
弥
ニ
シ
テ
大
本
山
へ
入
寺
昇
堂
印
可
以
上
ノ
者
二
限
ル

但
シ
高
等
小
学
校
ヲ
卒
業
シ
該
証
書
ヲ
携
帯
シ
昆
玉
抄
西
谷
名
目
仝
條
箇
全
部
ヲ
習
了
シ
入
費
ス
ル
者
ハ
十
五
等
鮮
鮒

逍
代
法
キ
常
の
僣
氏
教
育
に
関
す
る
一
考
慕



一
試
二
編
入
シ
尋
常
中
学
校
ヲ
卒
業
シ
其
ノ
卒
業
証
書
ヲ
携
帯
シ
祖
書
五
大
部
四
教
儀
仝
集
解
玄
義
全
部
習
了
シ
入
費

ス
ル
者
ハ
十
三
等
麟
硼

一
試
二
編
入
ス
本
項
中
二
記
載
ノ
入
寺
印
可
済
二
〆
試
験
ヲ
要
ス翁
日
蓮
宗
八
品
派
学
校
取
調
書
し

○
改
革
後

第
十

一
條
　
本
校
二
入
学
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
左
ノ
資
格
ヲ
具
備
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
ル

一　
身
体
強
健
品
行
方
正
ニ
シ
テ
卒
業
ノ
後
本
宗
ノ
教
師
タ
ル
任
二
堪
へ
得
ヘ
シ
ト
認
ム
ル
者

一　
薙
髪
染
衣
ノ
上
法
華
経
連
読
要
品
暗
誦
自
本
山
ノ
入
寺
昇
堂
証
ヲ
携
帯
ス
ル
者

一　
高
等
小
学
卒
業
ノ
者

ハ
無
試
験
ニ
テ
本
科
第

一
学
年
二
入
学
ヲ
許
シ
同
科
ヲ
卒
業
セ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
同
科
卒
業
程
度
ノ
入

学
試
験
ヲ
行
フ

一　

予
科
生
ハ
本
科
入
学
試
験
二
合
格
セ
サ
ル
モ
ノ

但
尋
常
小
学
卒
業
若
ク
ハ
同
様
ノ
認
定
ヲ
受
ケ
義
務
教
育
ヲ
了
ヘ
タ
ル
者

第
十
二
條
　
本
宗
檀
信
徒
子
弟
ニ
シ
テ
入
学
志
願
者

ハ
居
士
生
ト
シ
テ
相
当
ノ
学
級
二
編
入
ス

第
十
三
條
　
本
校
第
二
学
年
以
上
二
入
学
志
願
者

ハ
次
学
級
ノ
学
科
ヲ
以
テ
入
学
試
験
ヲ
行
フ

第
十
四
條
　
中
学
卒
業
若
ク
ハ
仝
等
ノ
学
科
ヲ
終
了
セ
シ
者

ハ
特
待
生
ト
シ
テ
四
学
年

二
編
入
ス

翁
本
門
法
華
宗
西
費
校
則
し

改
革
前
、
つ
ま
り
旧
檀
林
の
制
度
は
近
代
の
学
校
教
育
制
度
と
は
全
く
異
質
の
も
の
で
あ

つ
た
。
条
箇

・
集
解

・
玄
義

・
文
句
の

四
部
生
が
学
生
で
あ
り
、
こ
れ
を
修
了
す
る
と
住
職
の
資
格
を
得
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
教
師
た
る
役
課
の
階
級
も
四
部
の
延
長
上
に

存
在
し
、
上
人
号

。
日
号
を
名
乗
れ
る
文
能
に
至
る
ま
で
の
階
級
す
べ
て
が

「所
化
」
、
檀
林
の
長
や
本
山
貫
首
、
貫
首
候
補
た
る



者
の
み
が

「能
化
」
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ

っ
た
。
最
低
限
の
住
職
資
格
を
得
た
後
も
敬
称

・
衣
帯
な
ど
が
檀
林
で
の
学
功
を
積
む

こ
と
で
決
ま

っ
た
た
め
、
檀
林
は
単
な
る
教
育
機
関
だ
け
で
な
く
、
教
団
全
体
の
学
歴
社
会
を
保
証
す
る
機
能
も
持
ち
え
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
右
に
記
し
た

「取
調
書
」
に
は
高
等
小
学
校

・
尋
常
中
学
校
卒
業
者
の
編
入
に
つ
い
て
触
れ
て
は
い
る
が
、
西
費
が

「卒
業
し
て
終
わ
り
」
の
近
代
学
校
教
育
体
系
の
枠
組
み
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
私
立
学
校
令
が
施
行
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
西
費
を
檀
林
同
様
の
体
制
で
維
持
す
る
事
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
西
費
を

義
務
教
育
機
関
と
同
様
の

「学
校
」
と
し
て
学
校
教
育
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
、
学
校
と
し
て
の
運
営
体
制
を
行
政
に
届
け
出
る
必

要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
高
等
小
学
校
卒
業

（現
在
の
中
学
二
年
修
了
相
当
）
を
標
準
の
入
学
資
格
と
し
、
そ
れ
よ
り
学
歴

の
高
い
者
は
上
級

へ
、
尋
常
小
学
校
の
み
卒
業
の
者
は
余
科

へ
編
入
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（二
）
組
織
お
よ
び
教
育
内
容
の
変
化

「大
改
革
」
に
お
け
る
変
化
の
最
た
る
も
の
が
、
檀
林
制
度
の
完
全
廃
上
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
条
箇

・
集
解
な
ど
の
四
部
の
名

称
を
廃
し
、
前
項
に
条
文
を
示
し
た
ょ
う
に
学
年
制
が
導
入
さ
れ
た
。
「校
則
」
に
は
、
四
学
年
ま
で
の
学
科
表
が
示
さ
れ
て
い
る
。

二
六
六
ペ
ー
ジ

【表
１
】
こ
れ
に
よ
る
と
、
教
育
内
容
に
も
大
き
な
変
化
が
あ

っ
た
こ
と
が
ょ
く
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
台

家
や
当
家
、
漢
文
な
ど
に
加
え
て
、
英
語
や
地
理
、
美
術
な
ど
の
科
目
も
教
授
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
形
で
授
業
が
行
わ
れ
た
の
か
、
日
誌
に
よ
る
と
、
改
革
前
に
は
不
特
定
多
数
の
講
師
が
不
定
時
に

執

っ
て
き
た
教
鞭
が
、
学
校
に
所
属
す
る
少
数
特
定
の
教
員
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
形

へ
と
変
わ
っ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
定
時

に
決
ま
っ
た
科
目
を
履
修
す
る
、
い
わ
ゅ
る

「時
間
割
」
を
編
成
す
る
事
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
数
学
や
英
語
と

い
つ
た
、
仏
教
以
外
の
科
目
を
教
授
す
る
た
め
に
、
非
僧
侶
の
講
師
を
招
い
て
授
業
に
あ
た
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
実
際
の
時
間

割
は
、
以
下
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。
（一
一六
七
ペ
ー
ジ

【表
２
じ

近
代
法
キ
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【表
１
】
西
費
学
科
表

（「本
門
法
華
宗
西
要
校
則
」
よ
り
）

但
五
学
年
以
上

ハ
追
テ
発
表
ス

普通科 専門科

説 演
教 説
体
操
習
字
作
文
哲
学
理
科
歴
史
地
理
数
学
英
語
漢
文
国

文
余

乗
宗
乗

論
文
論
理
哲
学
大
意

西
洋
史

地
文
幾
何
　
代
数

音
読
　
訳
読
　
会
話

文
法
　
作
文
　
文
典

中
学
漢
文
読
本
四
五

法
華
玄
義

観
心
本
尊
抄

開
目
抄

三
大
部
略
大
意

四
学
年

卿 論
説
文

心
理
摘
要

倫
理
摘
要

東
洋
史

万
国
之
部

幾
何
　
代
数
　
比
例

同
上
同 中
等
国
文
読
本
四
五

法
華
玄
義

起
信
論
儀
記

治
病
抄
　
撰
時
抄

四
信
五
品
抄

玄
義
略
大
綱

三
学
年

行

　
卿

論
文
記
事
文

理
科

一
班

日
本
之
部

万
国
之
部

小
数
　
分
数

比
例

同

上

同

　

　

二

同 四
宗
要
文

四
教
義

八
宗
綱
要

安
国
論

報
恩
抄

工
学
年

行
　
楷

日記
用 事
文 文

博
物
日
本
之
部

日
本
之
部

加
減
乗
除

音
読
　
訳
読

会
話
　
習
字

同

　

　

一

同
　

　

二

邪
正
問
答

天
台
西
谷
名
目

七
十
五
法
名
目

国
家
論
御書中絲娘

一
学
年

楷
行
書

日
用
文

植
物
日
本
之
部

日
本
之
部

四
則
音
読
　
訳
読
　
習
字

同

　

　

一

同

　

　

一

天
台
西
谷
名
目

四
教
義

七
十
五
法
名
目
（素
読
）

法
華
宗
略
名
目

撰
時
抄
　
観
心
本
尊
抄

国
家
論

（素
読
）

余
科

一
年



【表
２
】
明
治
三
十
八
年
一
月
　
第
二
学
年
時
間
割

（日
誌
よ
り
）

土 金 木 水 火 月

当
家
当
家
当
家
当
家
漠
文
漢
文

美
術
国
語
国
語

国
文
典

国
文
典

英
文
典

地
理
台
家
台
家
台
家
台
家
台
家

習
字

支
那
倫

支
那
倫

美
術
当
家
歴
史 4

作
文
美
術
英
語

英
文
典

英
語
英
語

体
操
実
践
倫
概
唯
識
唯
識
唯
識

（三
）
行
政
に
よ
る
関
与

○
改
革
前

開
講
　
尼
山
御
貫
首
況
下
以
下
山
内
各
院
　
姜
内
□
□
以
下
各
員
打
揃
テ
餞
経
開
講
式
執
行

（明
治
三
十

一
年
秋
夏
前
期

・
期
日
不
詳
）

○
改
革
後

午
前
九
時
開
校
始
業
式
ヲ
挙
グ
席
二
列
ス
ル
者
左
ノ
如
シ

（中
略
）

一
同
着
席
起
立
国
歌
三
唱
、
勅
躙
捧
醜
、
谷
文
講
師
ノ

講
話
、
桃
井
日
晃
ノ
開
校
挨
拶
等
ア
リ
テ
式
ヲ
終
り

一
同
茶
菓
ノ
饗
応
ヲ
ナ
ス

（明
治
三
十
八
年
四
月
五
日
）

（太
字
筆
者
）

近
代
法
キ

な

の
借

ス
よ
育

に
関

す

る

一
方
ネ



さ
て
、
「大
改
革
」
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
た
変
化
の
、
異
な
る

一
面
を
挙
げ
て
み
た
い
。
「大
改
革
」
後
に
は
、
開
講
式
に

「読

経
」
の
語
が
な
く
、
代
わ
っ
て
国
歌
や
教
育
勅
語
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
尼
ヶ
崎
町
長
を
来
賓
と
し
て
招
き
、
本
興
寺

方
丈
に
て
行
わ
れ
た
改
革
西
費
開
講
式

（明
治
三
十
七
年
五
月

一
日
）
の
見
取
り
図
が
日
誌
に
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
見
る

（
マ
マ
）

と
、
中
央
の
貫
主
席
の
前
に
は

「御
本
尊
」
と

「御
聖
影
」
が
並
べ
て
書
か
れ
て
い
る
。
明
治
時
代
に

「御
聖
影
」
と
は
、　
一
般
に

は
明
治
天
皇
の
肖
像
画
を
指
す
も
の
で
あ

っ
た
の
で
、
本
尊
と
天
皇

の
肖
像
画
を
並
べ
て
掲
げ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

（た
だ
し
式
中

に
読
経
と
勅
語
奉
読
が
共
に
行
わ
れ
て
い
る
）
。
こ
れ
ら
の
変
化
は
、
西
費
と
し
て
自
ら
意
図
し
て
行

っ
た
も
の
で
あ

つ
た
と
は
考
え

に
く

い
。

行
政
か
ら
学
校
設
置
の
認
可
を
得
る
過
程
で
、
何
ら
か
の
指
導
や
関
与
が
行
政
に
よ

っ
て
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

一
、
委
員

ハ
来
ル
三
月
三
十

一
日
ヲ
以
テ
満
期
ト
ナ
ル
ヲ
以
テ
四
月

一
日
ヨ
リ
継
続
管
理
者
選
任
ス
ル
事

一
、
今
愛
二
継
続
管
理
者
選
出
シ
テ
校
務
ヲ
継
続
セ
サ
レ
バ
私
学
校
令

二
依
り
本
校
ハ
自
然
廃
校
二
属
ス
ル
モ
ノ
タ
ル
事

（明
治
三
十
九
年
二
月
十
四
日
。
西
費
役
員
総
会
記
録
）

こ
れ
は
日
誌
に
記
さ
れ
た
西
費
役
員
総
会
の
議
事
録
で
あ
る
が
、
新
年
度
に
継
続
管
理
者
の
選
任
が
で
き
な
け
れ
ば
私
立
学
校
令

に
よ
つ
て
即
刻
廃
校
と
な
る
だ
ろ
う
、
と
速
や
か
に
議
事
を
決
す
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
。
西
費
の
存
立
を
簡
単
に

左
右
す
る
程
、
当
時
の
行
政
の
関
与
が
強
力
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る

一
文
で
あ
る
。



五
、
ま
と
め

教
育
を
取
り
巻
く
変
化
が
著
し
く
変
化
し
、
教
団
内
外
双
方
か
ら
僧
侶
養
成
方
法
の
変
革
が
追
ら
れ
る
中
で
、
「西
費
大
改
革
」

は
ど
の
よ
う
な
形
を
理
想
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
三
十
五
年
六
月
、
そ
の
決
議
を
行
う
た
め
の
会
議
を
招
集
す
る
に
当

た
り
、
関
係
各
所
に
西
費
太
途
か
ら
送
付
さ
れ
た
文
書
が
日
誌
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
か
ら
、
そ
れ
を
窺
う
こ
と
が
出
来

２０
。

両
山
本
末
紺
素
共
二
大
早
ノ
雲
呪
モ
菅
ナ
ラ
ザ
リ
シ
興
学
策
両
山
興
隆
会
株
数
現
今
五
萬
以
上
二
達
シ
候
二
就
テ
ハ
専
門
学
校

及
中
学
程
度
ノ
学
科
ヲ
授
業
ス
ル
規
則
学
科
等
編
纂
シ
秋
夏
ヨ
リ
開
校
授
業
致
度
候
二
付
諸
股
御
協
議
申
上
度
候
條
御
繰
合
之

上
本
月
十
五
日
揃
ト
シ
十
六
日
早
朝
ヨ
リ
役
課
総
会
西
費
二
於
テ
開
会
仕
候
間
御
来
会
煩
度
右
御
案
内
申
上
候

追
テ
御
出
席
ナ
ク
シ
テ
後
日
異
論
在
之
候
ト
モ
採
用
不
仕
候
間
是
非
御
来
会
之
上
御
意
見
御
述
被
下
度
重
テ
申
添
候

月
　
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
費
太
途

先
述
の
通
り
、
法
令
に
よ
っ
て
西
費
を

「中
学
」
と
い
う
形
で
設
置
す
る
こ
と
は
許
可
さ
れ
な
か

っ
た
。　
一
方
で
、
専
門
学
校

（の
ち
の
私
立
大
学
を
含
む
。
中
学
卒
業
者
が
対
象
）
を
設
置
す
れ
ば
、
課
程
の
編
成
は
自
由
に
な
る
も
の
の
、
入
学
に
至
る
ま
で
の
中

学
教
育
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
が
課
題
と
な
る
。
当
時
の
旧
制
中
学
校

へ
の
進
学
率
が
非
常
に
低
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
各
寺

院
の
僧
侶
が
徒
弟
を
自
主
的
に
中
学
へ
入
学
さ
せ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
預
。
難
し
い
選
択
を
迫
ら
れ

る
な
か
、
中
学
程
度
の
学
科
を
授
業
す
る
こ
と
が
本
宗
の
僧
侶
養
成
に
と

っ
て
適
当
と
考
え
、
中
学
に
近
い
形
態
で
の
私
立
学
校
設

置
を
目
指
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
会
議
に
お
い
て
そ
の
通
り
に
議
決
さ
れ
、
校
則
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
正
規

近
代
法
キ
常
の
僣
氏
教
育
に
関
す
る
一
考
来



の
中
学
校
で
は
な
か
つ
た
た
め
に
、
西
費
に
入
学
す
る
と
大
学
に
進
学
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
後
々
起
こ
る
こ
と

に
な
る
。

ま
た
、
改
編
に
当
た
っ
て
は
資
金
面
が
大
き
な
問
題
と
な

っ
て
い
た
こ
と
が
、
「決
議
録
」
に
記
さ
れ
た
十
六
議
案
の
う
ち
十

一

議
案
が
資
金

・
会
計
に
関
す
る
も
の
で
あ

つ
た
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
。
会
議
招
集
の
文
書
に
も
、
「両
山
興
隆
会
株
」
な
る
も
の
を

準
備
し
、
資
金
面
で
準
備
を
進
め
て
い
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

学
校
教
育

。
義
務
教
育
と
い
う
政
府
が
導
入
し
た
制
度
が
、
檀
林
以
来
の
僧
侶
養
成
の
方
法
を
変
革
す
る
契
機
を
与
え
た

一
方
で
、

そ
の
政
府
の
規
制
に
よ
つ
て
、
本
宗
の
僧
侶
養
成
機
関
が
教
育
の
近
代
化
の
シ
ス
テ
ム
の
外
に
置
か
れ
る
瀬
戸
際
に
あ
つ
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

註

（１
）
東
費
及
び
東
費
常
修
学
院
に
つ
い
て
の
取
調
書
も
、
同
寺
所
蔵
の
別
冊
子
に
同
書
式
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（２
）
「西
費
大
改
革
実
施
二
関
ス
ル
決
議
録
」
に
、
「来
ル
九
月
二
改
正
学
校
ヲ
開
ク
事

ハ
到
底
望
ミ
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
学
年
中
間

二
入
学
セ
シ
ム
ル
時
ハ
大
試
業
二
際
シ
差
支
ヲ
生
ス
レ
ハ
寧
口
三
十
七
年
四
月
ョ
リ
実
施
ス
ル
ノ
得
策
二
雄
が
ス
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
推
測
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

（３
）
「両
山
歴
譜
　
日
唱
本
」
翁
本
能
寺
史
料
　
古
記
録
編
』
大
本
山
本
能
寺
、
平
成
十
四
年
）
五
二
三
頁

（４
）
山
本
哲
生
稿

「明
治
二
十
八
年
内
務
省
訓
令
第
九
号
と
仏
教
教
団
」
翁
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所

。
教
育
制
度
研
究
所
紀
要
』

第
十
四
集
、　
一
九
八
三
年
）
八
五
頁

-270-



（５
）
拙
稿

「近
代
法
華
宗
教
学
に
関
す
る

一
考
察
　
―
明
治
三
十
二
年
本
門
法
華
宗
宗
制
学
科
表
に
つ
い
て
―
」
貧
桂
林
学
叢
』
第

二
十
四
号
、
平
成
二
十
五
年
）
特
に
一
七
六
～

一
七
八
頁
に
お
い
て
こ
の
点
を
指
摘
し
た
。

（６
）
小
笠
原
日
堂
稿

「本
門
法
華
宗
学
林
沿
革
略
史
」
（本
門
法
華
宗
学
林
同
窓
会

『学
林
精
神
』
創
刊
号
、
昭
和
十
四
年
）
四
頁

（７
）
前
掲

「本
門
法
華
宗
学
林
沿
革
略
史
」
四
頁

（８
）
信
隆
日
秀

「本
門
法
華
宗
学
林
沿
革
略
史
」
貧
法
の
響
」
第
百
号
、
大
正
六
年
四
月
）
七
十
頁

（９
）
法
華
宗
宗
門
史
編
纂
委
員
会
編

『法
華
宗
宗
門
史
』
四
〇
七
頁
よ
り
取
意

（１０
）
た
だ
し
、
宗
制
に
は
四
部
や
役
課
、
能
化
の
語
が
残
さ
れ
て
い
た
た
め
、
「校
則
」
に
は
こ
れ
ら
の
呼
称
と
十
学
年
ま
で
の
対

応
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
日
誌
の
方
に
は
、
五
学
年
以
上
の
生
徒
が
在
籍
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
記
録
が
な
い
。

（ｎ
）
文
献
に
よ
り
数
値
に
差
異
が
あ
る
が
、
高
等
女
学
校

ｏ
実
業
学
校
を
含
め
た
中
等
教
育
学
校
へ
の
進
学
率
は
、　
一
割
前
後
で

あ
つ
た
と
さ
れ
る
。

逍
代
法
キ
京
の
僣
ス
教
育
に
関
す
る
一
方
慕


